
1 

令 和 ６ 年 第 ４ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由  

（ 令 和 ６ 年 1 2 月 ２ 日 開 会 ）  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。本 日 こ こ に 、令 和 ６ 年 第 ４ 回 小

城 市 議 会 定 例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、議 員 の 皆 様

に は 、 御 参 集 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 

そ れ で は 、こ れ よ り 、本 定 例 会 に 提 案 い た し て お り ま

す 議 案 の 提 案 理 由 を 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て で ご ざ い

ま す 。  

 

議 案 第 7 8 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 ６ 号 ）で ご ざ い ま す が 、既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に 、歳

入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 , 5 0 2 万 ７ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予

算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 5 8 億 6 , 4 3 1 万 ５ 千 円 と

し た も の で ご ざ い ま す 。  

 

補 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 出 に つ き ま し て は 、衆

議 院 議 員 総 選 挙 の 執 行 経 費 を 計 上 し 、歳 入 に つ き ま し て

は 、こ れ に 伴 う 県 支 出 金 の ほ か 、財 政 調 整 基 金 繰 入 金 に

よ り 財 源 調 整 を し て お り ま す 。  
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本 議 案 に つ き ま し て は 、議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が

な か っ た た め 、 や む を 得 ず 地 方 自 治 法 第 1 7 9 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 令 和 ６ 年 1 0 月 ９ 日 付 け で 専 決 処 分 を い

た し ま し た の で 、同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、こ れ を 報 告

し 、 議 会 の 承 認 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 9 号  小 城 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の

も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 で ご ざ い ま す が 、令 和 ７ 年 ３ 月 執 行 予 定 の 小 城 市

長 選 挙 か ら 当 日 投 票 時 間 を 短 縮 す る た め 、所 要 の 規 定 の

整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 0 号  基 金 の 一 括 運 用 に 伴 う 関 係 条 例

の 整 備 に 関 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、効 率 的 な 基 金 の 運

用 を 行 う た め 、所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま

す 。  

 改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、基 金 に 属 す る 現 金 を 有 価

証 券 に 代 え て 運 用 が で き る よ う に す る も の で ご ざ い ま

す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 1 号  小 城 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業

利 用 者 負 担 金 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い

ま す が 、放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 運 営 に 係 る 利 用 者 負 担 の 適

正 化 を 図 る た め 、所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い

ま す 。  
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 次 に 、 議 案 第 8 2 号  佐 賀 県 市 町 総 合 事 務 組 合 規 約 の

変 更 に つ い て で ご ざ い ま す が 、一 部 事 務 組 合 規 約 の 変 更

は 、 地 方 自 治 法 第 2 8 6 条 第 １ 項 及 び 第 2 9 0 条 の 規 定 に

よ り 関 係 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 が 必 要 と な る も の

で ご ざ い ま す 。  

変 更 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、多 久 小 城 医 療 組 合 の 名 称

が 多 久 小 城 医 療 企 業 団 に 変 更 さ れ る こ と 及 び 名 称 変 更

後 の 多 久 小 城 医 療 企 業 団 が「 退 職 手 当 の 支 給 に 関 す る 事

務 」 の 共 同 処 理 に 加 入 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、予 算 関 係 議 案 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 8 3 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正

予 算（ 第 ７ 号 ）で ご ざ い ま す が 、既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に 、

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ３ 億 9 , 4 1 2 万 ８ 千 円 を 追 加 し 、 補 正

後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 6 2 億 5 , 8 4 4 万 ３

千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 第 ２ 表  継 続 費 補 正 で ご ざ い ま す が 、「 固 定 資 産 評 価

替 業 務 委 託 事 業 」の 総 額 及 び 年 割 額 を 変 更 す る も の で ご

ざ い ま す 。  

 第 ３ 表  繰 越 明 許 費 で ご ざ い ま す が 、「 地 域 交 流 セ ン

タ ー 管 理 事 業 」 を 新 た に 設 定 す る も の で ご ざ い ま す 。  
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 第 ４ 表  地 方 債 補 正 で ご ざ い ま す が 、「 農 業 排 水 施 設

維 持 管 理 事 業 」か ら「 農 地 及 び 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 」

ま で の ４ 事 業 を 追 加 し 、「 小 城 保 健 福 祉 セ ン タ ー 管 理 運

営 事 業 」か ら「 健 康 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 」ま

で の 1 1 事 業 の 限 度 額 を 変 更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 そ れ で は 、補 正 の 主 な 内 容 に つ き ま し て 、ま ず 歳 出 か

ら 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 第 ３ 款  民 生 費 で ご ざ い ま す が 、「 介 護 給 付 費 ・ 訓 練

等 給 付 費 支 給 事 業 」、「 子 ど も の 医 療 費 助 成 事 業 」及 び「 児

童 手 当 支 給 事 業 」に つ き ま し て は 、給 付 費 や 医 療 費 等 の

増 加 分 の 扶 助 費 を 、 ま た 、「 子 ど も の た め の 教 育 ・ 保 育

給 付 事 業 」に つ き ま し て は 、民 間 保 育 所 運 営 費 の 前 年 度

精 算 分 及 び 公 定 価 格 の 改 定 に よ る 増 加 分 の 負 担 金 を 計

上 し て お り ま す 。  

 

 第 ４ 款  衛 生 費 で ご ざ い ま す が 、「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

ス ワ ク チ ン 接 種 事 業 」及 び「 出 産・子 育 て 応 援 交 付 金 事

業 」に つ き ま し て は 、過 年 度 の 事 務 事 業 に 係 る 国 庫 支 出

金 の 精 算 に 伴 う 返 還 金 を 計 上 し て お り ま す 。  

 

 第 ７ 款  商 工 費 で ご ざ い ま す が 、「 企 業 誘 致 推 進 事 業 」

に つ き ま し て は 、企 業 誘 致 条 例 に 基 づ く 立 地 企 業 へ の 奨

励 措 置 と し て 補 助 金 の 増 額 分 を 計 上 し て お り ま す 。  
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 第 ８ 款  土 木 費 で ご ざ い ま す が 、「 市 営 住 宅 維 持 管 理

事 業 」に つ き ま し て は 、国 庫 支 出 金 の 交 付 決 定 に 伴 う 西

新 町 団 地 の 外 壁 等 改 修 工 事 費 の 減 額 分 を 計 上 し て お り

ま す 。  

 

 第 1 1 款  災 害 復 旧 費 で ご ざ い ま す が 、「 農 地 及 び 農

業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 」に つ き ま し て は 、令 和 ６ 年 ６ 月

以 降 の 豪 雨 で 被 災 し た 農 地 及 び 農 業 用 施 設 の 復 旧 工 事

費 を 計 上 し て お り ま す 。  

 

 以 上 、歳 出 の 主 な 内 容 に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、歳

入 に つ き ま し て は 、事 務 事 業 に 伴 う 国・県 支 出 金 、分 担

金 及 び 負 担 金 、市 債 の 増 な ど の ほ か 、市 税 、財 産 収 入 な

ど を 計 上 し 、財 政 調 整 基 金 繰 入 金 に よ り 財 源 調 整 を し て

お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 4 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険

特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）で ご ざ い ま す が 、既 定 の 歳

入 歳 出 予 算 に 、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 4 万 ９ 千 円 を 追 加 し 、

補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 5 2 億 2 , 2 6 8 万

４ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 入 に つ き ま し て は

国 民 健 康 保 険 基 金 の 利 子 の 増 額 に よ る も の で ご ざ い ま

す 。  
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ま た 、歳 出 に つ き ま し て は 、利 子 分 を 基 金 に 積 み 立 て

る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 5 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者 医

療 特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）で ご ざ い ま す が 、既 定 の

歳 入 歳 出 予 算 に 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 2 万 円 を 追 加 し 、

補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ７ 億 4 , 7 9 7 万

１ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 出 に つ き ま し て は 、

佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 と 接 続 し て い る 端 末 の

入 れ 替 え に よ る 需 用 費 の 増 額 に よ る も の で ご ざ い ま す 。 

ま た 、歳 入 で は 、需 用 費 に 係 る 一 般 会 計 繰 入 金 を 増 額

す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 6 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会 計

補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 の 既 定

の 予 算 か ら １ 億 1 , 7 7 8 万 ３ 千 円 を 減 額 し 、 補 正 後 の 予

算 の 総 額 を 1 0 億 8 , 6 0 4 万 ３ 千 円 と し 、 収 益 的 支 出 の 既

定 の 予 算 に 2 3 1 万 円 を 増 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を

1 3 億 8 , 8 5 7 万 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 は 、医 業

収 益 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

収 益 的 支 出 は 、看 護 職 員 処 遇 改 善 評 価 料 に よ る 処 遇 改

善 手 当 の 経 費 を 計 上 す る も の で ご ざ い ま す 。  
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次 に 、 議 案 第 8 7 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 下 水 道 事 業 会

計 補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）で ご ざ い ま す が 、収 益 的 支 出 の 既

定 の 予 算 に 7 8 2 万 ８ 千 円 を 増 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総

額 を 1 6 億 1 , 0 8 3 万 ６ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、電 気・ガ ス 価 格 激 変

緩 和 対 策 措 置 の 終 了 及 び 燃 料 調 整 単 価 の 変 動 に 伴 い 、動

力 費 を 増 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

次 に 、 資 本 的 収 入 の 既 定 の 予 算 に 3 8 0 万 円 を 増 額 し 、

補 正 後 の 予 算 の 総 額 を ９ 億 6 , 5 4 8 万 ６ 千 円 と し 、 資 本

的 支 出 の 既 定 の 予 算 に 5 3 1 万 ２ 千 円 を 増 額 し 、 補 正 後

の 予 算 の 総 額 を 1 7 億 5 , 9 5 7 万 １ 千 円 と す る も の で ご ざ

い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、 農 業 集 落 排 水 事 業  

機 能 強 化 工 事 に て 、砥 川 浄 化 セ ン タ ー 電 気 設 備 の 更 新 等

を 行 う た め 、資 本 的 収 入 は 、県 補 助 金 と 企 業 債 を 増 額 し 、

資 本 的 支 出 は 、建 設 改 良 費 を 増 額 す る も の で ご ざ い ま す 。 

 

続 き ま し て 、人 事 院 等 の 勧 告 等 に 伴 い ま す 、議 案 第 8 8

号 か ら 議 案 第 9 5 号 ま で の ８ 議 案 に つ い て 御 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 8 8 号  小 城 市 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及

び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で

ご ざ い ま す が 、市 議 会 の 議 員 、市 長 、副 市 長 、教 育 長 及

び 病 院 事 業 管 理 者 の 期 末 手 当 の 支 給 割 合 を 改 定 す る も
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の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 9 号  小 城 市 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、人 事 院 等 の 勧 告

に 鑑 み 、給 料 表 、期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合 を 改

定 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 続 き ま し て 、予 算 関 係 議 案 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 9 0 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正

予 算（ 第 ８ 号 ）で ご ざ い ま す が 、既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に 、

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ 億 4 , 6 6 4 万 ３ 千 円 を 追 加 し 、 補 正

後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 6 4 億 5 0 8 万 ６ 千

円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

補 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、人 事 院 等 の 勧 告 に 基 づ く

給 与 改 定 、人 事 異 動 等 に よ る 職 員・会 計 年 度 任 用 職 員 等

の 人 件 費 及 び こ れ に 伴 う 他 会 計 へ の 繰 出 金 の 補 正 を す

る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に 、「 議 案 第 9 1 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保

険 特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）」か ら「 議 案 第 9 5 号  令

和 ６ 年 度 小 城 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ）」   

ま で の ５ 議 案 に つ き ま し て は 、人 事 院 等 の 勧 告 に 基 づ く
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給 与 改 定 に よ る 職 員・会 計 年 度 任 用 職 員 の 人 件 費 等 の 補

正 を す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 議 案 第 9 1 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会

計 補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）は 、既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に 、歳 入

歳 出 そ れ ぞ れ 7 8 万 ８ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総

額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 5 2 億 2 , 3 4 7 万 ２ 千 円 と す る も の

で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 9 2 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者 医

療 特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）は 、既 定 の 歳 入 歳 出 予 算

に 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 6 万 ４ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の

予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ７ 億 4 , 8 2 3 万 ５ 千 円 と

す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 9 3 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会 計

補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）は 、収 益 的 支 出 の 既 定 の 予 算 の 総 額

に 変 更 は な く 、 水 道 事 業 費 用 の 営 業 費 用 を 2 2 7 万 ７ 千

円 増 額 し 、 収 支 調 整 の た め に 予 備 費 を 2 2 7 万 ７ 千 円 減

額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 9 4 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会 計

補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）は 、収 益 的 支 出 の 既 定 の 予 算 に 2 , 6 1 6

万 ９ 千 円 を 増 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 4 億 1 , 4 7 3

万 ９ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  
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 次 に 、 議 案 第 9 5 号  令 和 ６ 年 度 小 城 市 下 水 道 事 業 会

計 補 正 予 算（ 第 ４ 号 ）は 、収 益 的 収 入 の 既 定 の 予 算 に 1 2 2

万 ２ 千 円 を 増 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 9 億 2 , 6 7 0

万 ４ 千 円 と し 、 収 益 的 支 出 の 既 定 の 予 算 に 1 6 6 万 ５ 千

円 を 増 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 6 億 1 , 2 5 0 万 １ 千

円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

 次 に 、 資 本 的 支 出 の 既 定 の 予 算 に 2 7 7 万 円 を 増 額 し 、

補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 7 億 6 , 2 3 4 万 １ 千 円 と す る も の

で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、報 告 関 係 議 案 に つ い て 御 報 告 申 し 上 げ ま

す 。  

 

報 告 第 1 1 号  専 決 処 分 の 報 告 に つ い て で ご ざ い ま す

が 、 令 和 ６ 年 ７ 月 ５ 日 午 後 ８ 時 3 0 分 頃 、 市 が 管 理 す る

市 道 長 神 田・甘 木 線 を 相 手 方 車 両 が 走 行 中 、左 前 輪 が 市

道 の 陥 没 箇 所 に 落 下 し 、当 該 車 両 の 一 部 を 損 傷 さ せ た も

の で 示 談 が 成 立 し 、小 城 市 長 の 専 決 処 分 事 項 の 指 定 に 関

す る 条 例 第 ２ 条 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、令 和 ６

年 1 0 月 2 9 日 付 で 専 決 処 分 を し ま し た の で 、 地 方 自 治

法 第 1 8 0 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る も の で ご ざ い

ま す 。  
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以 上 、本 定 例 会 に 提 案 を い た し て お り ま す 議 案 に つ き

ま し て は 、そ の 概 要 を 御 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、御 審 議

の 上 、御 承 認 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま し

て 、 提 案 理 由 の 御 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  


